
隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

日

日
隆
聖
人
の
御
消
息
は
き
わ
め
て
少
い
、
真
蹟
で
は
本
能
寺
に
二
通
、

一
、
日
隆
、
妙
本
寺
と
問
答
遊
ば
さ
れ
し
状

一
、
興
法
院
御
消
息

本
興
寺
に
一
通
、

一
、
お
ふ
か
た
ど
の
御
消
息

写
本
中
に
筆
者
が
発
見
し
た
も
の
二
通

一
、
好
学
院
御
返
事

一
、
本
能
寺
殿
御
消
息

天
和
事
件
で
幕
府
に
没
収
せ
ら
れ
た
が
、
写
本

″松
葉
記
〃

（株
橋
先
生
蔵
）
中
に
載
せ
ら
れ
て
あ
る
。

一
、
定
林
坊
御
消
息

で
あ
る
。
書
物
は
そ
の
人
の
人
格
や
性
情
の
陰
影
を
は
つ
き
り
浮
び
上
ら
せ
る
も
の
で
人
物
研
究
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も

の
で
あ

る
。
今
、
小
い
篤
数
な
が
ら
こ
れ
に
よ
つ
て
、
隆
聖
の
御
人
と
な
り
の
一
面
を
拝
察
し
た
い
と
思
う
。

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

松

ウボ
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隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

◇

日
隆
、
妙
本
寺
と
間
答
遊
ば
さ
れ
状

態
、
状
を
進
候
、
妙
本
寺
よ
り
の
法
門
の
条
目
見
申
シ
候
、
先
両
師
卜
愚
僧
ト
ノ
起
請
文
之
事
ハ
本
述
ノ
法
門
ノ
事
ニ
テ
ハ
候
ハ
ズ
、
先

年
日
露
聖
人
の
化
儀
之
事
に
捨
て
候
を
、
以
後
本
述
の
法
門
を
尋
極
て
、
代
々
就
中
日
露
聖
人
の
御
筆
ハ
本
述
之
法
門
に
無
惧
御
座
候
之

間
、
化
儀
の
事
ハ
如
何
様
に
も
御
座
候
へ
、
化
法
之
本
述
之
法
門
肝
要
之
宗
旨
に
て
候
と
て
、
先
ツ
ち
ミ
殿
に
対
し
て
捨
申
し
た
る
を
悔

ヒ
帰
す
に
て
、
化
儀
之

一
段
斗
を
さ
ん
げ
き
ふ
く
申
し
た
る
起
請
文
に
て
候
、
雅
、
本
述
之
法
理
御
惧
候
之
由
申
て
、
ち
ミ
殿
と
は
中
を

違
ヒ
申
て
日
審
衆
人
を
ば
血
脈
に
つ
け
申
候
、

働
、
其
後
五
条
之
寺
よ
り
本
応
寺
へ
か
か
り
本
逃
之
法
門
申
さ
れ
候
ひ
し
時
、
愚
僧
罷
出
候
、
其
時
之
法
門
ハ
条
目
多
は
沙
汰
な
く
候
、

本
述
勝
劣
と
申
ス
法
門
に
て
候
之
間
、
愚
僧
ハ
治
病
抄
之
本
述
之
事
理
之
三
十
、
天
地
水
火
の
文
を
出
し
候
之
時
、
其
述
門
の
理
の
三
千

と
云
フ
は
非
二法
華
経
に
は
一、
天
台
宗
止
観
之
事
也
と
会
通
す
る
処
を
愚
僧
会
通
す
る
時
、
次
上
に
法
華
経
の
本
述
二
門
と
標
釈
し
て
結

文
に
本
述
事
理
之
三
千
と
結
し
て
御
座
候
間
、　
一
経
之
内
の
述
門
の
事
也
と
申
ス
を
、
聞
も
不
入
、
声
を
高
ウ
し
て
罷
立
候
之
間
、
愚
僧

高
声
に
、
難
勢
を
会
通
せ
ず
し
て
罷
立
ツ
は
負
の
条
勿
論
也
と
申
せ
ど
も
、
声
を
高
ウ
し
て
ま
ぎ
ら
か
し
て
罷
立
ち
て
候
、
以
後
日
道
に

申
し
候

へ
ば
会
通
更
々
ち
が
わ
ざ
る
よ
し
被
仰
候
き
、
此
ニ
ケ
条
に
お
い
て
は
法
華
経
中
三
宝
殊
に
は
本
門
本
尊
釈
迦
多
宝
上
行
等
、
鬼

母
十
女
番
神
日
蓮
大
士
等
之
御
罰
を
罷
蒙
候
ハ
ん
す
る
に
更
々
非
二虚
言
一候
、
此
段
御
得
心
あ
る
べ
く
候
、
恐
々
謹
言

霜
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（花
押
切
取
り
）

好
学
院
進
上

彼
方
に
、
申
さ
ぬ
法
門
を
申
た
る
よ
し
を
記
し
て
候
を
、
後
に
見
て
侯

ヘ
バ
、
悉
ク
如
一彗
［文
一空
言
に
て
候
、
只
治
病
抄
之
難
を
彼
が
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不
二念
通
一し
て
罷
立
た
る
一
段
ま
で
に
て
候
、
後
代
の
た
め
に
正
直
に
以
一彗
［文
を
一申
候
、
此
段
に
て
披
露
あ
る
べ
く
候

こ
の
御
消
息
は
筆
蹟
内
容
と
も
に
、
御
真
筆
に
疑
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
何
故
か
御
署
名
も
花
押
も
切
り
取
ら
れ
そ
の
上
表
装
も
せ
ら
れ

ず
大
そ
う
御
粗
末
な
扱
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
隆
祖
が
妙
本
寺
へ
起
請
文
を
出
さ
れ
た
こ
と
を
自
分
で
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
昔
か
ら

気
に
入
ら
ぬ
人
々
が
あ
つ
た
に
由
る
か
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
此
の
点
に
考
察
を
加
え
た
い
。
此
の
御
消
息
に
付
て
、
両
山
歴
譜
（尼
山
本
）

宝
徳
三
年
の
条
に

本
能
寺
日
信
上
人
ヨ
リ
書
ヲ
以
テ
師
卜
妙
顕
寺
ト
ノ
問
条
ノ
旨
ヲ
告
グ
又
三
師
起
請
文
ノ
実
否
ヲ
問
尋
ス
師
乃
返
書
二
委
ク
記
シ
テ
送

レ
‐‐４
Ｊ
ム

と
書
か
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
系
年
を
宝
徳
三
年
と
し
た
こ
と
に
筆
者
は
疑
義
を
も
ち
宝
徳
二
年
以
前
で
あ
る
と
考
察
す
る
が
、
今
は
且
く

之
を
お
く
、

宛
名
の
人
、
好
学
院
は
隆
門
六
老
の
随

一
で
、
老
と
言
う
名
が
そ
ぐ
わ
ぬ
程
、
即
ち
宝
徳
三
年

（
一
四
五
〇
）
師
命
で
十
九
才
で
本
能

寺
貫
首
と
な
り
、
新
興
教
団
の
は
げ
し
い
弘
通
戦
の
陣
頭
指
揮
を
と
り
在
位
六
年
、
康
正
元
年

（
一
四
五
五
）
五
月

一
日
、
三
十
四
才
で

遷
化
せ
ら
れ
て
い
る
。
恐
く
は
過
労
で
あ
ろ
う
。

三
師
の
起
請
文
の
こ
と
は
此
の
消
息
が
す
で
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
上
に
、
之
と
符
節
を
合
し
事
実
を
裏
付
け
す
る
文
書
が
存

在
し
た
。
そ
れ
は
同
じ
く
隆
師
の
直
弟
、
常
住
院
日
学
上
人
の
筆
に
な
る
鋤
朧
姜
両
門
和
合
決
で
あ
る
。

″因
に
学
師
は
伝
に
よ
れ
ば
妙
蓮
寺
日
忠
聖
人
の
俗
兄
で
、
今
出
川
菊
亭
家
の
公
子
、
幼
に
し
て
三
井
園
城
寺
で
出
家
修
学
し
、
後
に

隆
祖
に
帰
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
教
学
上
の
著
書
は
残
つ
て
い
な
い
が
、
そ
の
筆
に
な
る
隆
師
三
七
日
忌
法
則
と
此
の
両
門
和
合
決
と

そ
れ
を
契
機
と
し
て
妙
蓮
、
本
能
両
寺
を
和
合
せ
し
め
た
功
業
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
殊
に
此
の
両
書
が
あ
る
お
か
げ
で
、
我
等
が

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て
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隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

隆
祖
の
日
常
の
御
行
持
、
徳
行
が
う
か
が
い
得
ら
れ
、
隆
祖
が
教
学

一
辺
倒
の
学
究
で
な
く
八
面
玲
瀧
の
全
人
あ
る
こ
と
を
知
る
を
得

る
の
で
あ
る
″

全
文
中
、
起
請
文
提
出
の
前
後
と
、
そ
れ
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
事
由
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
引
証
す
る
が
、
そ

の
前

に

一

寸
、
こ
の
和
合
決
の
書
か
れ
た
事
由
を
述
べ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

存
道
隆
三
師
と
共
に
妙
本
寺
を
出
寺
し
て
遂
に
復
帰
せ
ず
像
師
の
遣
跡
妙
蓮
寺
を
再
興
し
て
い
た
硬
骨
僧
、
佛
性
院
日
慶
聖
人

一
派
の

人
々
に
対
し
、
隆
祖
は
、
存
道
両
師
が
法
華
宗
化
儀
化
法
再
興
の
恩
人
で
殊
に
妙
蓮
寺
発
展
の
基
礎
的
法
財
両
面
の
大
功
労
あ
る
人
で
あ

る
点
を
七
ケ
条
強
調
し
て

妙
蓮
寺
内
証
相
承
血
脈
次
第
条
目
之
事

を
製
し
、
永
享
元
年

（
一
四
二
九
）
十
月
十
三
日
、
妙
蓮
寺
に
提
出
し
た
。
此
年
は
隆
師
四
十
五
才
、
本
応
寺
の
第
二
建
立
、
四
帖
抄
の

述
作
な
ど
、
油
の
の
り
き
つ
た
時
代
で
、
そ
の
文
章
の
明
快
犀
利
、
論
鋒
の
峻
烈
の
上
に
情
理
を
つ
く
し
て

一
読
胸
の
す
く
名
文
で
あ
る

が
、
こ
れ
又
本
書
を
失
し
て
写
本
の
み
し
か
な
い
。
閑
話
休
題
、
と
こ
ろ
が
蓮
山
は
之
の
申
出
を
拒
否
し
て
両
寺
は
断
交
、
遂
に
五
十
五

年
間
不
通
に
な
つ
た
、
と
こ
ろ
が
妙
蓮
寺
忠
師
と
本
能
寺
学
師
は
兄
弟
ど
う
し
で
お
互
に
学
匠
で
そ
の
上
近
く
に
居
る
か
ら
ど
う
し
て
も

往
来
し
な
い
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
、
そ
の
度
お
互
に
一
山
の
衆
目
が
快
く
な
い
の
で
、
兄
弟
対
談
し
て
そ
の
和
合
を
は
か
り
、
そ
れ
を
文
章
に

ま
と
め
て
妙
蓮
寺
貫
首
日
応
僧
正
の
覧
に
入
れ
よ
う
と
計
画
し
た
の
が
和
合
決
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
三
師
の
起
請
文
を
取
り
上
げ
て

難
シ
テ
云
ク
、
存
道
隆
之
三
僧
被
レ捧
一彗
【状
フ具
覚
和
尚
一　
其
趣
云
ク

今
般
ノ
御
勘
気
預
ゃ
ハ恩
免
一者
自
今
己
後
不
レ可
レ登
高
座
一不
レ
可
レ居
二衆
頭
．一一ム云
―

己
下
読
下
シ
ト
ス
ー

若
シ
此
三
僧
フ
以
テ
歴
祖
ノ
位
二
備

へ
者
冥
慮
其
ノ
恐
有
り
如
何
。
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答
テ
云
、
商
時
ノ
誓
文
二
違
背
ス
ル
ノ
人
若
シ
冥
慮
二
乖
カ
バ
貴
寺
之
登
高
座
ノ
尊
宿
、
証
力
其
ノ
科
ヲ
遁
レ
ン
、
所
以
者
何
ン
、
貴

寺
之
尊
宿
卜
我
力
三
師
卜
共

二
具
覚
勘
気
ノ
赦
免
フ
望
ミ
彼
ノ
誓
状
ヲ
捧
ケ
ラ
ル
、
若
シ
尊
宿
等
ノ
禍
条
決
定
セ
バ
貴
門

一
同
之
与
同

罪
何
ゾ
又
免
レ
ン
耶
。
所
詮
、
法
理
二
依
テ
具
覚
門
下
之
称
ヲ
棄
捐
セ
ラ
ル
ル
ハ
争
力
冥
璽
之
恐
有
ン
、
其
上
誓
状
之
計
略
ヲ
尋
ヌ
レ

バ
最
モ
深
志
有
り
、
所
謂
存
道
両
公
並

二
与
同
之
僧
侶
、
妙
本
寺
上
人
具
覚
和
尚
之
法
理
之
乱
衰
ヲ
嘆
キ
、
十
余
条
ノ
諌
鼓
ヲ
鳴
ス
ト

雖
モ
都
テ
微
望
ヲ
達
セ
ズ
剰

へ
読
臣
之
謗
フ
蒙
ル
、
是
故

二
一
味
之
衆
徒
等
夷
斉
之
感
ヲ
含
ミ
テ
四
維

二
徘
徊
シ
、
嗜
財
之
風
フ
守
テ

八
荒

二
間
訊
ス
、
果
テ
ハ
越
州
ノ
本
成
寺
二
到
り
日
陣
和
尚

二
謁
シ
テ
初
テ
宗
門
ノ
枢
鍵
ヲ
探
り
細
カ
ニ
本
法
ノ
奇
密
ヲ
聞
テ
数
々
猶

予
之
心
ヲ
鉢
シ
馴
力
求
法
之
志
ヲ
屈
ス
、
手
音

（ト
キ
ニ
）
賢
哲
等
同
ジ
ク
彼
ノ
十
余
条
之
諌
状
ヲ
惟
念
ス
ル
ニ
但
ダ
専
ラ
化
儀
之
乱

ヲ
嘆
ク
ノ
ミ
ニ
シ
テ
全
ク
化
法
ノ
療
レ
フ
起
ス
ニ
非
ズ
、
若
カ
ジ
、
本
師
ノ
恩
免
ヲ
望
ミ
テ
方

二
我
家
之
法
灯
フ
挑
ゲ
ン
ニ
ヮ
ト
、
受

ノ
故

二
彼
ノ
誓
状
ヲ
捧
ゲ
テ
師
弟
再
会
之
志
フ
逐
ゲ
然
シ
テ
後

二
具
覚
之
俗
弟
具
円
大
徳
フ
請
ヒ
上
ゲ
テ
本
能
寺
ノ
法
頭

二
崇
重
ス
。

此
ノ
賢
臣
等
ハ
謙
下
シ
テ
末
席

二
居
シ
盛

二
求
得
之
法
味
ヲ
弘
ム
、
然
レ
バ
則
チ
門
下
ノ
絹
素
普
ク
其
ノ
弘
法
二
帰
ス
、
是
レ
豊
ニ

堅
ク
誓
状
ノ
旨
フ
守
ラ
ル
ル
ニ
非
ズ
ヤ
、
証

（タ
レ
）
力
押

ヘ
テ
胡
乱
ノ
貶
リ
ヲ
成
サ
ン
、
然
リ
ト
雖
モ
日
存
日
道
下
世
以
後
貫
首
並

二
衆
徒
正
道
二
背
テ
邪
路
二
向
フ
、
其
ノ
時
胡
ン
ゾ
彼
ノ
誓
状
ノ
変
改
ヲ
怖
レ
テ
此
ノ
悪
趣
ノ
因
縁
二
与
セ
ン
乎
、
須
ク
以
テ
閉
眼
シ

テ
佛
意
ヲ
穿
選
セ
ヨ
、
縦
ヒ
吹
毛
ノ
人
有
リ
ト
雖
モ
全
ク
其
ノ
瑕
瑾
ヲ
得
可
カ
ラ
ザ
ル
敗

と
述
べ
て
内
容
は
全
く
御
消
息
と

一
致
し
て
い
る
。
双
方
を
併
せ
て
読
む
と
、
全
く
隆
祖
の
御
行
動
が
第

一
法
門
の
純
粋
を
守
る
こ
と
、

第
二
に
師
を
捨
て
ぬ
こ
と
、
第
二
に
最
後
の
最
後
ま
で
像
師
の
捨
身
建
立
の
法
城
―
こ
れ
は
全
く
文
字
通
り
の
法
城
で
一
つ
ま
ち
が
え
ば

直
に
叡
山
な
ど
か
ら
焼
打
せ
ら
れ
る
の
で
、
守
る
の
も
命
が
け
で
あ
る
―
を
守
り
、
蓮
朗
の
法
水
を
浄
め
る
た
め
に
自
分
の
面
子
な
ど
か

え
り
見
ら
れ
な
か
つ
た
護
法

一
途
の
御
態
度
が
伺
わ
れ
、
起
請
文
は
少
し
も
宗
門
の
汚
点
で
な
く
却
つ
て
美
点
で
あ
る
こ
と
が
う
な
づ
け

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

-203-



隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

る
で
あ
ろ
う
。

◇

因
み
に
、
以
上
和
合
決
の
文
だ
け
で
は
、
三
師
の
行
動
は
陣
師
の
指
示
に
の
み
よ
る
如
く
に
見
え
る
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
次
に

″
そ
れ
で
は
何
故
陣
師
を
血
脈
に
列
ね
な
い
か
″
の
間
に
対
し
て
其
後
の
事
情
と
、
陣
師
の
法
門
は
本
述
勝
劣
だ
と
は
言
う
も
の
の
児
戯

に
等
し
い
も
の
で
、
事
理
の

一
念
三
千
の
文
義
、
八
品
と

一
品
二
半
の
所
解
、
玄
義
之
五
重
、
種
等
之
三
益
之
所
判
等
は
宗
旨
の
皮
向
に

も
及
ば
ず
何
ぞ
本
化
の
骨
髄
に
徹
せ
ん
や
、
だ
か
ら
相
承
の
師
と
し
な
い
と
断

つ
て
い
る
。
此
の
文
の
詮
で
は
な
い
が
誤
解
を
防
ぐ
た
め

に
蛇
足
を
加
え
て
お
く
。

◇

次
に
興
法
院
御
消
息
で

如
レ
仰
此
程
者
諸
事
取
散
候
て
無
音
背
二本
意
一候
、
随
而
寺
家
之
公
事
辺
取
納
候
事
な
に
よ
り
も
目
度
度
候
、
就
中
法
談

（論
！
）
之
子

細
今
度
こ
そ
う
け
給
候

へ
、
お
ど
ろ
き
入
候
、
心
ざ
し
は
あ
り
が
た
く
候

へ
ど
も
、
い
に
し
ゑ
と
い
ま
と
そ
の
ご
と
く
大
粗
か
わ
り
候

敗
、
向
後

ハ
一
寺
之
僧
衆
旦
方
談
合
に
て
佛
法
の
た
ほ
れ
ぬ
よ
う
に
れ
う
け
ん
候

ハ
バ
可
レ
然
候
、　
委
細
を
ば
此
使
そ
う
申
侯
、　
年
内

は
余
日
な
く
候
、
明
春
に
は
早
々
に
ま
い
り
相
大
慶
申
可
談
候
　
　
　
　
恐
々
謹
言

極
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
隆
　
花
押

興
法
院
御
返
事

此
の
御
消
息
は
大
変
難
読
で
あ
つ
て
、
私
の
拝
読
し
た
の
は

″法
談
之
子
細
″
の
談
は

″論
″
と
も
読
み
取
れ
た
と
記
憶
す
る
が
、
論
な

れ
ば
門
家
の
誰
れ
か
が
他
門
と
法
論
を
行
い
。
そ
れ
に
就
て
隆
祖
が
、
弘
法
の
志
は
よ
い
が
今
は
昔
と
違
う
か
ら
法
論
を
固
執
す
る
こ
と
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は
な
い
、
こ
れ
か
ら
は
寺
の
僧
と
旦
方
が
よ
く
協
議
し
て
、
佛
法
の
た
お
れ
ぬ
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
の
意
味
と
解
せ
ら

れ
る
。
隆
祖
の
弘
通
方
式
が
法
論
間
答
を
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
は
後
の
御
消
息
と
相
ま
つ
て
伺
わ
れ
る
。
類
文
が
以
下
に
出
て
く
る

か
ら
読
み
合
さ
れ
度
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

◇

お
ふ
か
た
と
の
御
消
息

な
に
よ
リ
ノ
ヽ
あ
り
が
た
く
め
で
た
く
思
ひ
候
そ
れ
に
つ
き
候
て
は
い
ま
の
し
ふ
ん
御
と
り
み
だ
し
の
お
り
ふ
し
に
、
い
ん
し
ん
た
る

の
御
し
ろ
ま
て
三
す
し
お
く
り
′
ヽ
給
候
う
へ
、　
へ
つ
に
一
ゆ
ひ
給
候
、
し
ふ
ん
か
ら
い
た
み
入
ま
い
ら
せ
候
へ
と
も
、
し
ん
せ
お
そ

ろ
し
く
思
ひ
候
、
い
つ
も
御
ね
ん
ご
ろ
の
御
い
ん
し
ん
な
に
よ
り
′
ヽ
あ
り
か
た
く
め
で
た
く
よ
ろ
こ
び
入
候
恐
々
謹
言

あ
な
か
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
日
隆
　
花
押

お
ふ
か
た
ど
の
　
へ
申
さ
せ
給
へ

此
の
御
消
息
は
現
在
本
興
寺
宝
蔵
に
あ
る
が
天
和

（
一
六
八

一
）
頃
に
は
本
能
寺
の
宝
物
で
あ
つ
た
。

お
う
か
た
と
の
は
地
位
あ
る
人
の
奥
方
夫
人
の
一
般
称
呼
で
あ
る
か
ら
誰
人
な
る
や
判
明
し
な
い
、
時
節
柄
混
乱
の
時
に
い
ん
し
ん

釜
日

信
）
の
し
る
し
に
、
三
す
じ

（多
分
帯
と
思
わ
れ
る
）
と
別
に
銭
を

一
結
ひ

（百
文
）
お
く
ら
れ
た
御
返
事
で
、
取
り
立
て
、
の
記
述
は

な
い
が
次
下
の

ヽ
し
ん
せ
（信
施
）
お
そ
ろ
し
く
思
ひ
候
″
の
御
文
は
隆
祖
が
布
施
に
対
し
て
い
か
に
敬
虔
厳
粛
に
考
え
扱
わ
れ
て
い
た
か

を
知
る
も
の
で
あ
る
。
次
下
に
紹
介
す
る

″本
能
寺
殿
御
消
息
に
も
し
施
お
そ
ろ
し
く
候
″
の
類
語
が
あ
る
の
と
見
合
せ
て
考
え
た
い
。

″信
施
恐
ろ
し
″
と
は

″信
施
不
消
の
罪
報
が
恐
ろ
し
い
″
と
言
う
意
味
で
、
信
施
と
は
信
心
の
施
主
が
浄
心
を
も
つ
て
財
物
を
三
宝
に

喜
捨
す
る
行
為
で
あ
つ
て
施
を
行
ず
る
者
は
、
疏
ノ
八
に
樫
貪
を
破
し
、
菩
提
を
荘
厳
し
、
自
利
々
他
あ
り
、
後
生
に
大
尊
貴
饒
財
四
事

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て
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隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

（衣
服

・
臥
具

・
飲
食

・
湯
薬
）
の
報
を
得
る
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
受
施
者
即
ち
比
丘
比
丘
尼
が
そ
の
施
の
本
来
の
意
義

・
佛
法

護
持
の
目
的
を
外
し
て
自
己
の
慾
望
の
た
め
に
使
う
と
信
施
不
消
の
罪
を
得
て
、
施
者
の
功
徳
と
ア
ベ
コ
ベ
の
罪
報
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら

ぬ
か
ら
、
信
施
は
つ
つ
し
む
べ
く
お
そ
る
べ
き
物
と
し
て
自
戒
誠
他
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
は

御
聖
教
弘
経
抄
　
隆
全

一
―

ず
四
三

末
代
を
信
心
の
比
丘
な
り
、
自
身
の
為
に
は
固
く
財
宝
を
惜
し
め
ど
も
佛
法
の
為
に
は
更
に
身
命
財
を
惜
し
ま
ざ
る
は
末
世
相
応
信
心

の
大
比
丘
な
り

と
仰
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
と
照
し
合
せ
て
、
隆
祖
の
清
貧
簡
素
の
御
生
活
と
初
期
隆
門
教
団
の
風
光
が
う
か
が
え
る
文
章
で
あ
る
。

◇

次
に
紹
介
す
る
二
つ
の
消
息
は
、
徳
川
末
期
の
門
流
の
写
本
中
か
ら
発
見
し
た
も
の
で
著
書
も
筆
記
者
も
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代

に
門
僧
の
誰
れ
で
も
が
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
便
覧
と
し
て
一
般
に
展
転
写
伝
し
て
き
た
本
の
一
冊
ら
し
い
、
内
容
は
分
散
記
、
諸
寺

の
起
請
文
、
隆
祖
信
心
法
度
十
三
ケ
条
、
隆
師
御
消
息
二
通
、
妙
蓮
寺
内
証
血
脈
、
妙
蓮
寺
祖
師
次
第
、
法
華
本
門
伝
来
血
脈
相
承
、
本

能
寺
七
ケ
条
法
度
、
隆
師
未
来
遺
言
之
事
、
隆
師
修
行
心
地
御
聖
教
事
、
五
山
之
次
第
、
両
山
堂
塔
建
立
年
次
、
日
潤
日
就
問
答
、
日
進

日
運
間
答
、
両
山
堂
宇
と
塔
中
子
院
名
数
、
全
国
両
山
末
寺
、
不
受
不
施
許
可
、
桃
井
直
常
、
切
支
丹
天
草
騒
動
、
要
法
寺

一
件
な
ど
が

書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

″宗
徒
必
携
″
と
も
云
う
べ
き
往
来
の
写
本
で
あ
つ
て
文
献
と
し
て
価
値
は
高
く
な
い
が
、
そ
の
時
代
に
誰
し
も
が
真
の
消
息
と
し
て
認

め
て
い
る
点
と
、
そ
の
文
気
文
格
用
語
な
ど
の
点
か
ら
、
現
在
真
蹟
の
所
在
有
無
は
判
ら
な
い
が
隆
祖
の
御
消
息
と
し
て
取
扱
つ
て
も
不

可
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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◇

好
学
院
御
返
事

御
状
委
細
拝
見
仕
候
、
抑
々
京
都
之
法
事
何
よ
り
目
出
度
候
、
こ
れ
の
方
は
十
三
日
四
五
日
も
無
二子
細
一候
、
御
心
易
思
召
へ
く
候
、

又
重
宝
の
豆
鈴
送
り
賜
り
候
、
何
よ
り
近
頃
執
着
に
候
、
此
間
京
都
学
問
繁
昌
之
由
承
り
心
肝
に
そ
み
難
有
候
、
愚
僧
が
思
出
悉
極
、

弥
々
談
義
法
談
御
興
行
候
は
ば
こ
れ
に
過
た
る
現
当
の
思
出
御
座
有
ま
し
く
候

十
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
憧
謹
言

日
隆
　
在
御
判

好
学
院
　
御
返
事

年
号
は
無
い
が
宝
徳
二
年
と
推
定
し
得
る
、
な
ぜ
な
れ
ば
京
都
の
本
能
寺
か
ら
宗
祖
御
正
当
会
に
出
席
の
御
都
合
を
照
会
さ
れ
た
状
へ
の

御
返
事
で
あ
る
。

現
在
能
山
に
格
護
さ
れ
て
い
る
宝
徳
二
年
十
月
十
三
日
の

″本
能
寺
常
住
御
本
尊
″
は
此
時
に
御
認
め
遊
ば
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
直
後
に
、
好
学
院
信
師
に
本
能
寺
貫
首
職
を
禅
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
信
師
宛
の
御
消
息
で
現
存
三
通
の
内
、
二
通
は
宛

名
が
好
学
院
、　
一
通
は
本
能
寺
殿
と
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
隆
祖
の
御
性
格
の

″律
儀
さ
″　
″折
り
目
の
正
し
さ
″
を
あ
ら
わ
す
も
の
と

考
え
る
。
即
ち
本
能
寺
貫
首
職
と
な
れ
ば
御
弟
子
で
あ
つ
て
も
そ
の
好
学
院
の
称
号
を
改
め
て
本
能
寺
殿
と
敬
称
せ
ら
れ
た

の

で
あ
ろ

う
。
依
て
か
え
り
見
れ
ば

″日
隆
妙
本
寺
と
問
答
遊
ば
さ
れ
状
″
を
両
山
入
歴
譜

（尼
山
本
）
に
誰
人
か
が
宝
徳
三
年
と
系
年
し
て
あ
る

の
は

一
考
の
余
地
あ
る
や
に
思
わ
れ
る
。

此
の
御
消
息
で
伺
え
る
こ
と
は
、
我
々
は
従
来
口
僻
に
尼
を
学
問
所
京
を
弘
通
所
と
し
て
建
立
せ
ら
れ
た
と
伝
え
て
来
た
が
、
京
本
能

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て
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隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て

寺
に
も
学
問
所
が
あ
つ
て
大
そ
う
盛
大
で
あ
つ
た
点

（
こ
れ
は
次
に
出
す
本
能
寺
殿
御
消
息
に
も
見
え
て
い
る
）
と
談
義
＝
教
学
研
究
＝

と
法
談
＝
弘
通
布
教
―
が
隆
祖
が

″
心
肝
に
そ
み
難
有
候
、
呂
僧
が
思
出
悉
極
、
現
当
の
思
出
と
ま
で
最
上
級
の
御
用
語
で
強
調
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
隆
祖
が
執
着
と
ま
で
御
好
き
で
あ
つ
た
豆
飴
は
大
豆
を
煎
つ
て
飴
で
固
め
た
も
の
で
あ
る
。

◇

本
能
寺
殿
御
消
息

御
文
委
細
承
候
、
働
て

一
夏
の
弘
通
被
勤
候
、
自
レ
何
難
有
候
、
次
に
宗
論
の
事
、
此
方
よ
り
つ
よ
く
催
促
申
事
は
ゆ
め
′
ヽ
有
間
布

事
か
と
存
候
。

此
の
侭
法
門
な
く
し
て
候
は
ば
早
や
此
方
の
勝
な
る
に
て
候
、
能
々
可
有
談
合
候
、
次
に
真
如
院
方
よ
り
本
述
の
法
門
の
事

目

出

度

候
、
然
る
に
月
水
抄
出
し
て
二
門
得
道
の
証
と
し
候
は
ば
寿
量
品
の
得
道
は
上
行
以
レ要
付
属
候
て
衆
生
に
授
玉
へ
ば
得

道

の
法

に

候
、
寿
量
品
の
如
く
又
方
便
品
に
て
も
上
行
付
属
有
り
て
そ
の
法
を
我
等
衆
生
に
授
け
玉
ふ
経
文
有
候
欺
と
、
述
門
に
妙
法
蓮
華
経
は

有
れ
と
も
上
行
の
手
に
不
レ渡
に
よ
り
て
正
像
の
機
共
熟
益
と
は
成
と
も
下
種
と
は
不
レ成
と
諸
御
抄
の
大
網
也
、
又
方
便
品
の
実
相
三

諦
に
国
土
妙
明
し
陰
生
土
の
三
千
整
束
し
て
明
レ之
や
と
、
諸
御
抄
に
は
不
明
と
判
玉
う
、　
何
を
以
て
か
成
佛
の
法
と
せ
ん
耶
と
、　
此

筋
を
稽
古
思
案
可
有
候
、
詮
要
は
述
門
は
上
行
等
の
御
手
に
不
レ渡
候
間
、
上
行
付
属
無
レ之
故
に
末
代
の
為
に
は
無
得
道
の
法
と
云
事

詮
要
に
候
其
に
て
能
く
能
く
可
レ有
二思
案
一候
、
又
述
門
開
権
顕
実
の
上
に
約
し
て
開
近
顕
遠
有
つ
て
、
本
述
の
実
相
に
勝
劣
あ
る
事
、

文
句

一
の
始
に
候
、
慶
蔵
坊
に
申
含
て
候
、
能
々
夫
に
て
談
合
可
レ有
候
、

大
事
の
法
門
と
も
有
は
我
に
評
ふ
者
に
申
聞
せ
ん
事
は
更
に
非
二本
意
一候
、
正
林
坊
帰
入
候
、
能
々
可
二思
案
あ
る
一候
、
又
此
度
態
と

人
を
給
候
、
永
物
三
連
、
せ
施
を
そ
ろ
布
候
、
如
何
す
す
し
く
な
り
候
て
急
度
上
り
御
申
語
申
存
候
、
精
進
院
其
に
て
病
候
な
る
痛
入
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候
、
何
能
候

へ
ば
何
よ
り
た
ヽ
う
れ
布
候
、
乗
レ
興
て
歌
と
も
な
り
候
、
自
レ
其
り
も
御
喜
に
て
玉
は
り
候

へ
と
、

相
構
々
々
、
夏
過
候
と
も
無
二
辮
怠
一　
毎
日
談
義
法
談
候
て
、
児

（ち
ご
）
新
発
意

（
し
ん
ぼ
つ
ち
）
若
き
僧
に
学
問
さ
せ
ら
る
へ
く

候
。

相
構
々
々
学
問
者
を
、

い
か
に
も
ほ
ん
そ
う
賞
翫
有

へ
く
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
慎
謹
言

七
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
隆
　
花
押

本
能
寺
殿
　
御
返
事

此
の
御
消
息
の
年
次
は
信
師
が
貫
首
御
就
任
後
、
登
師
が
本
興
寺
貫
首
御
就
任
ま
で
の
間
、
即
ち
宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
か
ら
享
徳
元

年

（
一
四
五
二
）
の
間
と
考
え
ら
れ
る
、
消
息
の
中
心
は
、
真
如
院
師
が

一
致
派
の
誰
か
と
本
述
勝
劣
の
問
答
を
行
つ
た
に
対
し

‐て法
潤

上
の
指
示
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
と
後
の
短
い
文
章
か
ら
推
察
せ
ら
れ
る
と
、
本
能
寺
に
も
談
義
所

（
教
校
）
が
あ
つ

て
信
師
が

一
夏

（開
講
中
九
十
日
間
）
の
指
導
教
授
を
ね
ぎ
ら
わ
れ
た
こ
と
や
、
当
時
能
山
で
も
ど
こ
か
と
宗
論
中
で
あ
つ
た
ら

し

い

が
、
そ
れ
に
対
し
隆
祖
が
指
示
を
与
え
て
、
こ
ち
ら
か
ら
強
く
宗
論
開
始
を
催
促
な
ど
は
決
し
て
し
て
は
い
け
な
い
、
此
の
侭
放

つ
て
お

け
ば
不
戦
勝
に
な
る
の
だ
か
ら
と
御
指
示
を
与
え
て
い
ら
れ
る
こ
と
が
伺
え
、
前
掲
の
興
法
院
御
消
息
と
見
合
せ
て
隆
祖
が
無
用
無
益
な

問
答
を
好
ま
れ
な
か
つ
た
事
が
伺
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
妙
満
寺
日
什
や
本
法
寺
日
親
そ
の
他
の
他
門
の
貫
首
級
が
安
国
論
の
焼
直
し
で
象

徴
的
存
在
で
あ
る
朝
廷
や

ロ
ボ
ッ
ト
化
し
た
将
軍
に
国
主
諌
暁
を
行
つ
て
い
る
に
対
し
隆
祖
は
決
し
て
そ
う
し
た
事
を
遊
ば
さ
れ
な
か
つ

た
事
な
ど
か
ら
隆
祖
の
教
団
は
非
折
伏
的
、
隆
祖
は
書
斉
派
の
学
究
で
あ
つ
た
か
の
誤
解
も
出
て
い
る
が
決
し
て
天
奏

・
国
諌
等
の
弘
通

を
否
定
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
御
聖
教
本
門
弘
経
抄

″隆
全
七
の
五
〇
三
″
で

末
法
は
逆
縁
を
以
て
弘
経
の
大
旨
と
為
す
、
故
に
愚
者
工
者
を
以
て
正
意
と
為
す
、
さ
れ
ば
信
心
の
僧
俗
天
奏
に
至

つ
て
難
に
遭
い
王

隆
聖
御
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難
を
蒙
り
、
題
目
修
行
を
致
し
て
毒
鼓
の
縁
を
結
び
刀
杖
を
加

へ
ら
る
る
愚
者
逆
化
を
以
て
本
意
と
な
す
。
是
れ
即
ち
不
軽
の
弘
経
な

り

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
隆
祖
は
名
あ
る
武
将
の
血
統
で
あ
る
か
ら
、
法
戦
の
進
退
か
け
引
を
よ
く
心
得
ら
れ
て
弘
通
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有

効
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た

″大
事
の
法
門
と
も
あ
れ
ば
我
に
評
う
者
に
申
間
せ
ん
こ
と
は
、
本
意
で
な
い
と
法
門
を
敵
に
対
し
て
軽
々
し
く
日
外
す
る
こ
と
を

防
が
れ
て
あ
り
、
又

″永
物
三
連
″
は
当
時
の
通
貨
、
民
の
永
楽
通
宝
、　
一
連
が
百
文
で
、
こ
こ
で
又

″施
″
が
お
そ
ろ
し
い
と
書
か
れ

て
い
る
の
は
、
お
う
か
た
殿
御
消
息
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
此
の
御
消
息
で
精
進
院
日
登
上
人
が
京
都
で
発
病
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
隆
祖
が
御
心
痛
あ
ら
せ
ら
れ
た
こ
と
が

伺
え
る
。

登

師

は

信
師
と
共
に
存
道
両
師
の
院
号
を
そ
の
ま
ま
許
さ
れ
た
程
の
御
方
で
隆
祖
の
最
も
信
頼
重
視
さ
れ
た
股
肱
で
、
過
労
病
苦
を
お
し
て
布
教

を
強
行
し
て
お
ら
れ
た
が
、
京
洛
の
猛
暑
で
本
能
寺
で
倒
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
御
心
痛
せ
ら
れ
つ
つ
も
気
分
転
換
を
試

み
ら
れ
て
乗
興
の
歌
な
ど
が
で
き
て
い
る
。
そ
ち
ら
精
進
院
か
ら
も
病
気
が
よ
く
な
り
喜
ん
で
歌
を
下
さ
い
と
伝
え
よ
、
と
書
か
れ
て
い

る
師
弟
間
の
シ
ヤ
脱
な
情
趣
が
伺
え
る
が
、
更
に
最
後
に
押
え
と
し
て
、　
″
夏
″
す
な
わ
ち
開
講
期
間
が
す
ん
で
も
解
怠
な
く
毎
日
教
義

論
談
を
や
ら
せ
て
、
児

（得
度
以
前
の
少
年
）
や
新
発
意

（得
度
早
々
の
者
）
若
い
僧
に
学
問
を
さ
せ
よ
、
相
か
ま
え
て
ノ
ヽ
く
れ
ぐ
れ

も
学
問
す
る
者
を
い
か
に
も
、
特
に
他
と
異
つ
て
、
ほ
ん
そ
う

（本
ぞ
ん
か
ら
転
化
し
て
、
本
尊
の
如
く
大
切
に
崇
め
る
の
意
味
の
時
代

語
）
賞
翫
せ
よ
と
結
ば
れ
て
あ
る
。

◇

松
葉
記
所
載
の
定
林
坊
御
消
息
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ま
づ
松
葉
記
と
は
、
天
和
事
件

＝
そ
の
梗
概
は
延
宝
元
年

（
一
六
七
二
）
頃
か
ら
従
来
の
慣
行
で
あ
つ
た
能
興
両
寺

一
寺
の
制
…
末
寺
を
能
興
両
山
が

一
寺
と
し
て
支

配
し
て
来
た
…
を
、
両
山
を
分
離
末
寺
を
分
割
し
よ
う
と
、
本
興
寺
の
役
僧
達
が
面
策
し
て
門
末
に
働
き
か
け
、
京
都
か
ら
北
国
の
末

寺
は
本
能
寺
、
京
都
か
ら
西
南
国
の
末
寺
は
本
興
寺
に
所
属
せ
し
め
よ
う
と

一
方
的
に
取
り
き
め
た
の
で
、
能
山
側
が
驚
い
て
和
解
工

作
を
し
た
が
話
に
な
ら
ず
遂
に
紛
争
は
天
和
二
年

（
一
六
八
二
）
の
春
、
江
戸
寺
社
奉
行
の
裁
判
に
持
ち
こ
ま
れ
て
両
山
の
代
表
が
奉

行
所
で
対
決
十
数
回
、
事
件
は
よ
う
や
く
十
月
の
終
に
能
山
側
の
勝
訴
と
な
つ
た
宗
門
の
大
事
件
で
あ
る
。

そ
の
事
件
の
詳
細
を
直
接
関
係
者
の

一
人
、
能
山
の
正
教
坊
日
意
が
記
録
し
た
も
の
で
、
松
葉
記
と
は
松
葉
が
二
葉
な
ら
ん
で
離
れ
な
い

の
に
因
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
此
書
は
、
宝
永
四
年
源
妙
院
日
澁
が
能
山
の
什
物
と
し
て
寄
進
し
た
が
、
何
者
か
の
手
で
寺
外
に
持
ち
出
さ

れ
、
能
山
旦
家
の
書
肇
竹
偲
堂
主
人
が
古
本
屋
で
発
見
し
て
株
橋
能
化
に
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
づ
本
文
は

態
人
を
遣
し
候
、
随
て
愚
僧
今
朝
を
も
不
知
事
に
候
程
に
、
此
近
年
は
弘
通
の
の
ぞ
み
に
て
候
、
京
都
此
辺
を
ｔ
此
弘
通
の
勧
進
を
い

た

し
候

、

其
弘
通
所
可
然
在
所
と
聞
及
候
、
久
遠
寺
の
事

ハ
余
に
人
と
お
に
候

へ
ば
、
為
弘
通
に
は
早
々
に
吉
日
を
も
つ
て
教
妙
様
旦
方
中
談
合

に
て
本
要
寺

へ
う
つ
り
談
義
法
談
せ
ら
れ
候
は
ば
、
自
何
々
々
目
出
た
か
る
べ
く
候
、
久
遠
寺
の
事
は
惣
衆
中
と
相
談
合
に
て
自
其
あ

い
は
か
ら
わ
れ
候
て
、
留
主

一
人
被
申
付
候
て
可
然
様
に
寺
家
を
は
申
付
ら
れ
月
に
二
三
度
罷
出
説
道
せ
ら
る
へ
く
候
、
加
様
に
申
候

も
本
尊
御
影
も
御
照
覧
候

へ
、
私
を
不
存
佛
法
繁
昌
の
様
を
思
案
し
て
申
候
、
相
構
々
々
無
等
閑
彼
此
の
佛
法
を
被
取
立
候
は
ば
自
何

々
々
目
出
度
か
る
へ
く
候
。

以
次
申
候
、
諸
末
寺
の
事
を
は
京
よ
り
北
国
を
ば
悉
京
都
本
能
寺
之
末
寺
に
定
置
候
、
京
都
南
西
国
を
ば
悉
尼
崎
本
興
寺
之
末
寺
と
定

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
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お
き
候
、
是
も
日
道
の
遺
言
に
ま
か
せ
て
あ
て
お
こ
な
い
候
、
是
本
尊
御
影
も
御
罰
候

へ
、
更
に
私
之
儀
に
あ
ら
ず
候
、
今
度
僧
衆
旦

方
信
心
決
定
の
た
め
に
て
候
、
如
何
に
も
信
心
を
お
こ
し
私
を
す
て
て
は
し
り
ま
は
り
弘
通
候
は
ば
是
に
過
た
る
現
当
二
世
の
大
慶
是

に
す
く
べ
か
ら
ず
候
　
　
　
　
恐
々
謹
言

十

一
月

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
隆
　
在
御
判

定
林
坊
　
　
　
　
進
之

僧
衆
中

（此
本
紙
本
興
寺
在
之
）

扱
、
私
は
此
の
御
消
息
が
、
能
山
側
か
ら
偽
作
と
し
て
否
定
証
言
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
寺
社
奉
行
が
採
用
し
た
経
過
を
簡
単
に
述
べ
て
、
次

に
能
山
証
言
の
正
否
を
検
討
し
此
の
御
消
息
が
真
も
の

（真
筆
で
は
な
い
が
）
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
理
し
た
い
。

◇

第

一
回
の
対
決
で
奉
行
は
此
の
御
消
息
を
能
山
側
に
示
し
て
真
偽
を
た
し
か
め
さ
せ
た
、
能
山
側
の
日
玄
上
人
と
役
者
は
長
い
間
か
か

つ
て
熟
見
し
て

「
筆
跡
と
署
名
は
真
筆
で
な
い
が
花
押
は
真
筆
」

で
あ
る
と
証
言
し
た
、
次
に
奉
行
は
能
山
側
に
、
隆
祖
の
真
筆
を
出
せ
と
の
こ
と
で
、
常
住
御
本
尊
と
お
う
か
た
殿
御
消
息

が
出

さ

れ

た
、
奉
行
は
本
尊
は
問
題
に
せ
ず
、
お
う
か
た
殿
御
消
息
と
よ
く
見
合
せ
た
＝
能
山
側
の
証
言
を
奉
行
も
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
＝
、
第
二

回
の
対
決
の
場
合
も
、
代
筆
真
判
を
く
り
返
し
証
言
し
て
い
る
。
而
る
に
そ
の
後
、
能
山
側
は
方
針
を
か
え
て
上
申
書
を
提
出
し
て
、
本

御
消
息
の
内
容
の
点
か
ら
偽
作
で
あ
る
と
言
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
三
ケ
条
か
ら
成

つ
て
い
て
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一
、
本
興
寺
建
立
は
応
永
十
七
年

（
一
四
二
〇
）
、
日
道
の
遷
化
は
応
永
三
十

一
年

（
一
四
二
四
）
、
本
能
寺
建
立
は
永
享
五
年

（
一

四
三
三
）
で
あ
つ
て
、
日
道
生
存
中
は
本
能
寺
は
存
在
せ
ぬ
、
自
分
の
死
後
十
年
後
に
建
つ
た
寺
の
名
を
出
し
末
寺
分
な
ど
は
、
あ

る
ま
じ
き
事
で
あ
る
。

二
、
本
消
息
で
は
京
都
西
南

（升
六
ケ
国
）
は
尼
末
、
北
盆
ハ
ケ
国
）
は
能
末
と
分
け
て
い
る
が
、
し
か
ら
ば
東
国
十
三
ケ
国
は
ど
こ
へ

つ
く
か
？
合
点
が
ま
い
ら
ぬ
。

三
、
末
寺
分
の
如
き
重
大
な
問
題
は
、
次
で
を
以
て
定
林
坊
如
き
個
人
に
言
べ
き
事
で
は
な
い
。
そ
ん
な
重
大
問
題
が
両
山
の
式
目
に

な
い
事
が
偽
作
の
証
拠

と
言
つ
た
も
の
で
、
之
は
充
分
に
奉
行
を
納
得
さ
せ
て
次
回
の
対
決
で
尼
山
の
回
答
が
要
求
さ
れ
た
。
此
の
質
問
書
も
内
容
は
実
に
愚
劣

き
わ
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
又
尼
山
役
僧
の
答
弁
た
る
や
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
出
た
ら
め
極
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
答
は

一
、
日
道
と
日
隆
は
師
弟
の
間
柄
で
の
話
で
、
い
ず
れ
京
都
に
も
本
山
は
要
る
だ
ろ
う
か
ら
、
建
つ
た
暁
に
は
寺
号
は
本
能
寺
、
末
寺
は

コ
レ
ノ
ヽ
と
生
前
相
談
し
て
い
た
。

二
、
東
国
を
除
い
た
の
は
東
国
に
は
岡
宮
光
長
寺
と
言
う
本
山
が
あ
る
か
ら
そ
れ
に
遠
慮
し
た
ま
で
の
話

と
一言
つ
た
無
邪
気
な
答
弁
で
、
奉
行
か
ら
そ
の
証
拠
は
と
問
わ
れ
て
、
証
拠
は
な
い
が
言
伝
え
だ
と
答
え
誰
れ
の
言
伝
え
だ
と
問
わ
れ
る

と
そ
れ
は
判
り
ま
せ
ん
と
答
え
る
仕
末
で
、
奉
行
が
笑
い
出
し
て

″そ
れ
で
は
ラ
チ
の
あ
か
ぬ
話
″
と
い
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
此
の
偽

作
説
が
尼
山
側
の
死
命
を
制
し
て
、
判
決
の
主
理
由
と
な
り
、
遂
に
尼
山
役
僧
四
人
は
武
蔵

・
山
城

・
摂
津
三
ケ
国
追
放
と
な
り
、
此
の

御
消
息
は
返
還
せ
ら
れ
ず
幕
府
に
没
収
せ
ら
れ
た
。

◇

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て
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私
が
本
消
息
が
真
筆
な
ら
ず
と
も
真
書
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
と
推
理
で
き
る
理
由
は

第

一
、
両
山
分
離
紛
争
が
起
き
た
後
に
尼
山
側
が
偽
作
し
た
も
の
で
な
い
事
は
、
幕
府

へ
証
拠
と
し
て
呈
出
で
き
得
る
程
に
古
色
を
帯
び

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

第
二
、
本
事
件
で
尼
山
の
先
住
で
あ
り
乍
ら
役
僧
の
策
動
に
反
対
し
て
能
山
と
同
調
し
た
日
深
上
人
が
、
本
御
消
息
の
改
装
の
裏
に
極
め

を
書

い
て
い
る
事
。

第
二
、
御
消
息
の
代
筆
は
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
、
宝
徳
二
年
の
隆
祖
未
来
遺
言
の
事
は
本
興
寺
貫
首
の
選
出
様
式
を
指
示
さ
れ
た
重

大
な
御
書
が
代
筆
で
あ
る
し
又
、
寛
正
四
年
の
本
能
寺
法
度
も
こ
れ
ま
た
御
代
筆
で
あ
る
。
代
筆
で
も
花
押
が
本
物
で
あ
れ
ば
認
め
ら

れ
得
る
。

第
四
、
内
容
が
久
遠
寺
の
弘
通
の
あ
り
方
を
指
示
さ
れ
た
も
の
で
、
出
て
来
る
個
有
名
詞
や
事
柄
な
ど
偽
作
で
は
こ
う
う
ま
く
出
来
る
も

の
で
な
い
。

第
五
、
消
息
文
中
、　
″惣
ノ
衆
中
″　
″
あ
て
お
こ
な
う
″
と
言
う
語
は
徳
川
し
か
も
天
和
頃
に
は
す
で
に
使
わ
れ
て
い
な
い
語
で
あ
る
。

即
ち

″惣
″
と
は
鎌
倉
末
期
か
ら
足
利
時
代

へ
か
け
て
郷
村
で
発
達
し
た
自
治
組
織

（農
民
の
共
同
生
活
防
衛
体
制
）
で
あ
つ
て
、
郷

村
に
於
て
は

″惣
″
の
承
認
な
く
し
て
は
ほ
と
ん
ど
何
事
を
も
な
し
得
な
か
つ
た
程
強
力
な
も
の
で
あ
つ
た
。
寺
の
こ
と
も
惣
の
承
認

な
く
し
て
は
行

い
得
な
か
つ
た
当
時
の
民
情
を
物
語
る
も
の
で
、
偽
作
で
は
思
い
も
つ
か
ぬ
こ
と
で
あ
る
し
、
又

″
あ
て
お
こ
な
う
″

は
又
此
の
時
代
に
領
地
や
手
当
な
ど
を
給
附
す
る
意
味
の
語
で
あ
る
が
天
和
頃
に
は
使
わ
れ
な
い
、
等
の
点
か
ら
考
え
て
、
本
消
息
を

真
物
と
思
い
た
い
、
更
に
本
能
寺
側
の
提
示
し
た
偽
作
説
は
、

一
、
は
史
実
に
反
す
る
、
即
ち
本
能
寺
は
応
永
十
二
年

（
一
四

一
五
）
に
本
応
寺
と
し
て
の
第

一
建
立
、
永
享
元
年

（
一
四
二
九
）
に
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第
二
建
立
と
し
て
既
に
建
立
さ
れ
て
居
り
、
本
能
寺
と
改
称
し
た
の
は
永
享
五
年

（
一
四
三
二
）
で
あ
る
か
ら
、
道
師
在
世
中
、
本

能
寺
の
実
体
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
は
隆
祖
当
時
、
東
国
に
両
山
末
は

一
ケ
寺
も
存
在
せ
ず
、
従

つ
て
分
け
る
に
も
分
け
様
が
な
い
の
で
あ
る
。

三
の
点
は
両
寺

一
寺
と
し
て
の
支
配
体
制
が
い
つ
頃
発
生
し
た
か
の
史
的
論
証
が
、
ま
だ
史
料
未
整
理
で
研
究
未
熟
で
何
と
も
言
え
な
い

が
、
此
の
裁
判
で
も
能
山
側
の
提
出
し
た
両
寺

一
寺
末
寺
共
同
支
配
の
証
文
は

一
つ
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
事
を
附
記
し
て
お
く

要
す
る
に
、
定
林
坊
御
消
息
が
偽
作
と
し
て
姿
を
消
し
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
控
訴
上
告
に
価
す
る
判
決
が
下
さ
れ
た
根
拠
が
全
く
史
的
無

智
に
よ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
な
証
言
で
あ
つ
た
こ
と
は
笑
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

◇

定
林
坊
御
消
息
は
代
筆
で
あ
り
、
又
法
廷
で
勿
々
の
間
に
正
教
坊
が
転
写
し
た
ら
し
い
の
で
、
文
章
の
始
末
が
隆
祖
の
御
口
吻
を
そ
の

ま
ま
伝
え
る
も
の
と
は
為
し
難
く
、
少
し
た
ど
ノ
ヽ
し
い
点
は
認
め
る
が
全
体
と
し
て
、
臨
終
只
今
を
念
頭
に
置
か
れ
て
、
し
か
も
な
お

烈
々
た
る
弘
通
の
意
慾
の
旺
盛
な
る
、
弘
通
に
至
便
で
人
の
集
り
や
す
い
所

へ
布
教
の
根
拠
を
移
せ
よ
と
の
指
令
は
隆
祖
の
御
主
張
と
合

致
し
、
更
に
弘
通
の
為
に
私
を
捨
て
走
り
廻
る
事
を
現
当
二
世
の
大
慶
と
せ
ら
れ
た
点
、
そ
の
上
用
語
二
個
な
ど
か
ら
推
し
て
真
書
と
取

扱

つ
て
差
支
え
な
き
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

◇

第
五
百
遠
忌
に
当
り
御
紹
介
で
き
た
、
隆
祖
の
数
少

い
御
消
息
が
、
い
づ
れ
も
皆
、
興
学
、
布
教
、
道
念
行
持
に
つ
い
て
御
教
示
遊
ば

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
銘
す
る
と
同
時
に
、
文
中
の
失
語
、
誤
り
に
付
て
御
叱
正
を
乞
う
次
第
で
す
。

隆
聖
御
消
息
に
つ
い
て
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